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高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

今般、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長ならびに同医薬・生活衛生局医薬

安全対策課長より、標記について別添のとおり通知がありましたのでお知らせいた

します。 

 本件は、高齢化の進展に伴い、加齢による生理的な変化や複数の併存疾患を治療す

るための医薬品の多剤服用等によって、安全性の問題が生じやすい状況があることか

ら、平成 29 年 4 月に設置された「高齢者医薬品適正使用検討会」において、高齢者

における薬物療法の適正化等を目的とし、その特徴に配慮したより良い薬物療法を実

践するための基本的留意事項を指針として取りまとめたことに関するものです。 

 本指針については、日本薬剤師雑誌７月号（告知欄）のほか、本会ホームページに

て近日中に掲載する予定です。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願いいたします。 

 

 










































































